
 

計画策定に係る今後のスケジュール（予定） 

 

 

平成 31年 １月 11日（金）       第３回法定協議会（素案について協議） 

 

１月 17日（木）まで      委員からの意見回答 

 

１月中・下旬まで       委員の意見を基に事務局にて素案の修正 

 

１月中・下旬～２月中・下旬  パブリック・コメント実施 

 

２月中・下旬～        地域別部会構成員に対し意見照会 

 

３月中旬           第４回法定協議会（計画の承認） 

 

３月中・下旬         ２月定例会の常任委員会で計画最終案を報告 

 

３月下旬           国に計画を提出 

資料５ 


